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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は2024年７月12日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社である加藤（中国）工程机械有限公司を

解散及び清算することを決議いたしましたので、同日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

しかしながら2025年６月20日開催の当社取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で条

件面において双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡すること

について決議いたしました。

そのため、臨時報告書の記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基

づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
 

２ 【訂正事項】
１　提出理由

２　報告内容

(3)当該移動の理由及びその年月日

 
 

３ 【訂正箇所】
訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
(訂正前)

１【提出理由】

当社は、2024年７月12日開催の取締役会において、当社の特定子会社である加藤（中国）工程机械有限公司を

解散及び清算することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①名称　　　　 ：加藤（中国）工程机械有限公司

②住所        ：中国江蘇省昆山市

③代表者の氏名 ：董事長 坂東 保則

④資本金      ：62,500千米ドル

⑤事業の内容  ：油圧ショベル等の製品及び部品の製造販売

 
（2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権

に対する割合

①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数（出資金額）

　　　　 異動前：62,500千米ドル

 　　　　異動後： －

②総株主等の議決権に対する割合

 　　　　異動前：100％

 　　　　異動後： － 

 
（3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当該特定子会社の解散及び清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないことになるため。

②異動の年月日：解散及び清算の日程につきましては、現地の法令に従い必要な手続きが完了次第、清算結

                 了となる予定であります。
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(訂正後)

１【提出理由】

当社は、2024年７月12日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社である加藤（中国）工程机械有限公

司を解散及び清算することを決議いたしました。

しかしながら2025年６月20日開催の当社取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で

条件面において双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡する

ことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①名称　　　　 ：加藤（中国）工程机械有限公司

②住所        ：中国江蘇省昆山市

③代表者の氏名 ：董事長 坂東 保則

④資本金      ：62,500千米ドル

⑤事業の内容  ：油圧ショベル等の製品及び部品の製造販売

 
（2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権

に対する割合

①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数（出資金額）

　　　　 異動前：62,500千米ドル

 　　　　異動後： －

②総株主等の議決権に対する割合

 　　　　異動前：100％

 　　　　異動後： － 

 
（3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当該特定子会社の持分譲渡に伴い、当社の特定子会社に該当しないことになるため。

②異動の年月日：2025年８月～９月（予定）

持分譲渡に係る登記や諸手続きが完了し、譲渡先が変更後の新たな営業許可証を受領した日としており、想定

日が前後することがあります。

 
以上
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